
 

日進市立小中学校適正規模等検討委員会の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎担任事務： 

    市立小中学校の適正規模及び適正配置に関する事項を調査審議すること 

◎職務： 

教育委員会の諮問※に応じ、担任する事務について意見を述べる。 

※諮問・・・有識者または一定機関に、意見を求めること 

◎具体的な取り組み: 

適正化の対象となる学校があるかどうかの判定や適正化の手法等について 

検討する。     

「適正規模及び適正配置に関する基本方針」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

             学区見直しの検討が必要なった場合に設置 

 

◎担任事務： 

通学区域に関する事項について、調査及び検討するとともに関係者の意見 

を広く聴取する。調査等の結果を委員会に報告する。 

日進市教育委員会 

日進市学区検討部会 

人口推計（概ね３年ごとに実施） 

答申（提言・意見） 諮問 

日進市立小中学校適正規模等検討委員会 

調査検討 

の依頼 

報告 

資料１ 基本方針（改訂版）… 学校規模や適正化の基準、適正化の手法 

資料３ 市内学区児童生徒推計資料 … 今後 10年間の児童生徒数の推移 

手順（１）学校ごとに、適正化の必要性を判断する 

手順（２）適正化が必要と判断された学校について、手法を検討する 

学区見直しと判断 

資料２ 


